
   議案第１４号「佐倉市議会議員及び佐倉市長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」に対する

修正動議 

 

 上記議案に対する修正案を、地方自治法第１１５条の３及び佐倉市議会会議

規則第１６条の規定により別紙のとおり提出いたします。 

 

令和４年９月２８日 

 

               提出者 佐倉市議会議員 稲田 敏昭 

                      〃    髙橋 とみお 

                      〃    玉城 清剛 

                    

                    

佐倉市議会議長 高木 大輔 様 

 
 
 



   議案第１４号「佐倉市議会議員及び佐倉市長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」に対する

修正案 

 佐倉市議会議員及び佐倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例の一部を次のように修正する。 

 第４条第２号イの改正規定中「７，７００円」を「３，０００円」に改める。 


